
Ⅱ　  

給   　　　　　　

 

与

区　　　　分 職 員 数

 

期 末 手 当
報 酬 給 料

年間

明

支給率(月分)

市 長 等

 

人 千円 千円 千円

5 50

　

,412 21,175

細

( 4.200月分)

議

 

員 28 180,528

　

75,822

本 年 度 (

書

4.200月分)

そ の

  

他 特 別 職 1,339 192,697

計 1,372 373,225 50,412 96,997

市 長 等 5 50,412 21,175
( 4.200月分)

議 員 28 180,528 75,822

前 年 度 ( 4.200月分)

そ の 他 特 別

給

職 2,545 268,338

計 2,578 448,866 50,412 96,997

市 長 等 0 0 0

議 員 0 0 0

比  較

そ の 他 特 別 職 △1,206 △75,641

計 △1,206 △75,641 0 0

注　市長等とは市長、副市

　

長、常勤の監査委員及び教育長をいい、その他特別職とは市長等及び議員以外の特別

費

共 済 費 合 計 備   考
地 域 手 当 その他の手当 計

千円 千円 千円 千円 千円

5,835 77,422 12,745 90,167 教 育 長 退 職 手 当

 

256,350 60,199 316,549

192,697 192,697

5,835 526,469 72,944 599,413

13,860 85,447 12,890 98,337 市 長 退 職 手 当

256,350 63,4

与

05 319,755

268,338 268,338

13,860 610,135 76,295 686,430

△8,025 △8,025 △145 △8,170

0 △3,206 △3,206

△75,641 △75,641

△8

　

,025 △83,666 △3,351 △87,017

職をいう。
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 費

１　特　別　職

 



円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 906 1,754,021 3,619,045 3,714,925 9,087,991 1,564,760 10,652,751
( 65 )

前 年 度 903 1,742,936 3,593,126 3,748,892 9,084,954 1,560,344 10,645,298
( 67 )

比 較 3 11,085 25,919 △33,967 3,037 4,416 7,453
( △2 )

２　一般

時 

職

間 外 ・ 休 日
区

（

   分 扶 養 手 当 地 域

１

手 当 住 居 手 当 管 理 職 手

）

当 特 殊 勤 務 手 当 通 勤 手

 

当
勤　務　手　当

千円

総

千円 千円 千円 千円 千円

 

千円

本　年　度 64,

 

644 566,616

 

28,260 87,6

括

75 434,262 1

給

36 81,462

職員

　

手当の内訳

前　年　度

　

65,484 562,

　

092 26,100 8

　

2,695 416,0

　

32 132 83,43

　

9

比　　較 △840 4

　

,524 2,160 4

　

,980 18,230

与

4 △1,977

区  

費

 分 期 末 ・ 勤 勉 手 当 宿

区

日 直 手 当 単 身 赴 任 手 当

分

児 童 手 当 等 退 職 手 当

千

職

円 千円 千円 千円 千円

本

員

　年　度 1,921,

数

955 200 0 38,

共

415 491,300

　

職員手当の内訳

前　年

　

　度 1,887,01

済

9 200 408 39,

　

430 585,861

　

比　　較 34,936

費

0 △408 △1,01

合

5 △94,561

注　

 

（ ）内は、再任用職

　

員数外書き

　　職員数

計

には、会計年度任用職

備

員の人数を含まない。
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　　　　考
報　 　　酬 給　　　料 職　員　手　当 計

人 千



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額

千円 千円

給 料 25,919  昇給に伴う増加分 68,622  

その他の増減分 △42,703  

職 員 手 当 △33,967  その他の増減分 △33,967  

増 減 事 由 別 内 訳

- 482 -



説 明

昇任・昇格及び昇給に伴う変動

人事異動等による変動      職員数の異動状況

本年度 906  人

前年度 903  人

増減 3  人

実績による変動      扶養手当 △840  千円

職員の異動に伴う変動      地域手当 4,524  

     住居手当 2,160  

     管理職手当 4,980  

     時間外・休日勤務手当 18,230  

     特殊勤務手当 4  

     通勤手当 △1,977  

     期末・勤勉手当 34,936  

　　 単身赴任手当 △408  

     児童手当等 △1,015  

     退職手当 △94,561  

備              考

- 483 -
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（３） 給料及び職員手当の状況 

ア 職員１人当たり給与 

区 分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

令和３年４月１日現在 

平均給料月額 （円） 307,446 333,000 

平均給与月額 （円） 370,170 392,905 

平 均 年 齢 （歳） 40歳６月 53歳９月 

令和２年１月１日現在 

平均給料月額 （円） 310,100 334,937 

平均給与月額 （円） 374,217 393,771 

平 均 年 齢 （歳） 41歳９月 54歳１月 

 

 

イ 初任給 

区 分 
行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

国の制度 

（円） （円） 

一般行政職（円） 技能労務職（円） 

高 校 卒 145,600 

年齢別格付 

150,600 147,900 

大 学 卒 183,700 

（例）18歳 
総合職 186,700 

－ 
143,000 

  
一般職 182,200 
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ウ 級別職員数 

区 分 
行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 

令和３年４月１日現在 

１級 
  366 人   41.7 ％ 

１級 
  2 人   5.7 ％ 

（ 1 ） （ 2.0 ） （ - ） （ - ） 

２級 
  195     22.2   

２級 
  24     68.6   

（ 23 ） （ 45.1 ） （ 20 ） （ 100.0 ） 

３級 
  239     27.2   

３級 
  9     25.7   

（ 27 ） （ 52.9 ） （ - ） （ - ） 

４級  
58 

 
  6.6   

４級 
  0     0.0   

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） 

５級 
  20     2.3   

  
            

（ - ） （ - ）   
 
    

 
  

計 
  878     100.0   

計 
  35     100.0   

（ 51 ） （ 100.0 ） （ 20 ） （ 100.0 ） 

令和２年１月１日現在 

１級 
  356 人   41.2 ％ 

１級 
  2 人   4.2 ％ 

（ 2 ） （ 5.0 ） （ - ） （ - ） 

２級 
  203     23.4   

２級 
  31     64.5   

（ 24 ） （ 60.0 ） （ 17 ） （ 100.0 ） 

３級 
  223     25.8   

３級 
  15     31.3   

（ 14 ） （ 35.0 ） （ - ） （ - ） 

４級 
  63 

 
  7.3   

４級 
  0     0.0   

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） 

５級 
  20 

 
  2.3   

  
  

 
    

 
  

（ - ） （ - ）             

計 
  865 

 
  100.0   

計 
  48     100.0   

（ 40 ） （ 100.0 ） （ 17 ） （ 100.0 ） 

注 （  ）内は、再任用職員数外書き 
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エ 級別の基準となる職務 

区 分 行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

１ 級  主事の職務 技能主事の職務 

２ 級  主任の職務 技能主任の職務 

３ 級  課長補佐又は係長の職務 技能長の職務 

４ 級  部次長又は課長の職務 統括技能長の職務 

５ 級  部長の職務   
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オ 昇給 

区 分  合 計 

代 表 的 な 職 種 

行政職給料表

（1）適用職 

行政職給料表

（2）適用職 

本

年

度 

職 員 数 （Ａ） （人） 906  871  35  

昇給に係る職員数 （Ｂ） （人） 732  711  21  

号 給 数 別 内 訳 

１号給 （人） 0  0  0  

２号給 （人） 1  1  0  

３号給 （人） 3  3  0  

４号給 （人） 636  619  17  

５号給 （人） 51  48  3  

６号給 （人） 41  40  1  

比      率（Ｂ）／（Ａ） （％） 80.8  81.6  60.0  

前

年

度 

職 員 数 （Ａ） （人） 903  858  45  

昇給に係る職員数 （Ｂ） （人） 772  743  29  

号 給 数 別 内 訳 

１号給 （人） 1  1  0  

２号給 （人） 1  1  0  

３号給 （人） 3  3  0  

４号給 （人） 677  653  24  

５号給 （人） 48  44  4  

６号給 （人） 42  41  1  

比      率（Ｂ）／（Ａ） （％） 85.5  86.6  64.4  

  



‐  ‐ 488 

 

カ 期末手当・勤勉手当 

区分 

支給期別支給率（月分） 職制上の段階、 

備考 
６月 12月 ３月 計 

職務の級等に 

よる加算措置 

本年度 
2.275 2.275 － 4.55 

有   
（1.200） （1.200） （ － ） （2.40） 

前年度 
2.325 2.325 － 4.65 

有   
（1.225） （1.225） （ － ） （2.45） 

国の制度 2.225 2.225 － 4.45 
有   

（令和３年度） （1.175） （1.175） （ － ） （2.35） 

注 （  ）内は、再任用職員分 

 

 

キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 

区分 
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度 

その他の加算措置等 備考 
の者（月分） の者（月分） の者（月分） （月分） 

支給率等 23.0 30.5 43.0 43.0 
定年前早期退職特例 

  
措置（2～20％加算） 

国の制度 
24.586875 33.27075 47.709 47.709 

定年前早期退職特例 
  

（支給率等） 措置（2～45％加算） 

 

 

ク 地域手当 

支 給 対 象 地 域 全市域 

支 給 率 （％） 15.0 

支 給 対 象 職 員 数 （人） 
984 

（令和３年４月１日現在） 

国の指定基準に基づく支給率 （％） 15.0 
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ケ 特殊勤務手当 

区 分  全 職 種 
代 表 的 な 職 種 

行政職給料表（1）適用職 行政職給料表（2）適用職 

給料総額に対する比率(%) 0.004 0.0006 0.060 

支給対象職員の比率(%) 
2.9 0.9 38.2 

（令和３年４月１日現在） 

代表的な特殊勤務 
支給額の多い手当 犬猫等死体処理手当、昆虫等駆除手当 

手 当 の 名 称 支 給 対 象 者 
犬猫等死体処理手当、昆虫等駆除手当 

の 多 い 手 当 

 

 

コ その他の手当 

区 分  
国の制度 

差 異 の 内 容 
との異同 

扶養手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

子 9,000円 子 10,000円 

特定期間の子 13,000円 特定期間の子 15,000円 

その他の扶養親族 6,000円 その他の扶養親族 6,500円 

 課長・部次長級の場合 3,000円 
 

  

    
 

  

住居手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

年度末年齢 35歳未満の借家・借間 借家・借間居住者   

居住者である世帯主等  最高支給限度額 28,000円 

  15,000円 
 

  

        

通勤手当 異なる 

西 東 京 市 国 

    
 

  

交通機関   交通機関   

 全額支給限度額 55,000円  全額支給限度額 55,000円 

交通用具（2km以上）   交通用具（2km以上）   

 全額支給限度額 15,000円  全額支給限度額 31,600円 

        

 

 


